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中村太郎税理士事務所

■富裕層に向けた改正
　　　～財産債務調書制度～

■入社時にとっておくべき書類と
　その書類にまつわる注意点

■時間外労働削減に
　最も効果のある取組

■28年1月、マイナンバーの利用開始！

　あけましておめでとうございます。
　さあ、新しい年の幕開けです。気持ちも新たに1年間がんばりたいと思います。本年も宜しくお
願いいたします。

　掲載内容に関してご不明点等あれば、お気軽にお問い合わせください。
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